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第第１１章章    「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルル」」のの構構築築  

第１節 東⽇本⼤震災の概要 

第１項 東⽇本⼤震災の概況と被災状況 

１．全国の地震と津波の概要 

平成 23（2011）年３⽉ 11 ⽇ 14 時 46 分，三陸沖（北緯 38 度 06.2 分，東経 142 度 51.6 分，震源の深さ
24 ㎞）でモーメントマグニチュード（Mw）9.0 の地震が発⽣し，栗原市で震度７，福島県，茨城県，栃⽊
県及び本県の４県 37 市町村で震度６強を観測したほか，東⽇本を中⼼に北海道から九州地⽅にかけての広
い範囲で震度１から６弱を観測した。 

気象庁は，国内観測史上最⼤規模の地震であったこの地震を「平成 23（2011）年東北地⽅太平洋沖地震
（英語名：The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake）」と命名し，政府はこの地震による震災の
名称を「東⽇本⼤震災」とした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（気象庁ホームページ：平成 23（2011）年 東北地⽅太平洋沖地震に関する観測・解析データなど 震度分布図） 
図 1- 1 全国の市町村別の震度 

東北地⽅太平洋沖地震は，海溝型地震の中でも⾮常に⼤規模な地震で広範囲に地震の揺れを発⽣させた
だけでなく，北海道から沖縄県にかけて太平洋沿岸部に津波が押し寄せることとなり，特に，8.6m 以上の
津波が観測された⽯巻市鮎川をはじめ東⽇本の太平洋沿岸を中⼼に⾮常に⾼い津波が観測された。また，
津波は⽇本海，オホーツク海，東シナ海の沿岸でも観測され，ハワイ・北⽶・南⽶，太平洋諸国にまで津
波が到達し，クレセントシティー（⽶国）では 247cm，アリカ（チリ）で 245cm など２m を越す津波を観
測する所も多く⾒られるなど，観測史上最⼤規模の⼤津波となった。 

1− 1 −



 

 

第１章 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構築 

 

 
図  今回の震災における津波観測状況 

（出典：「東⽇本⼤震災 宮城県の発災後１年間の災害対応の記録とその検証 」（平成 （ ）年 ⽉）宮城県） 

 

２．本県の地震と津波の概要 

東北地⽅太平洋沖地震により，県内では，県北部の栗原市で最⼤震度７を観測したほか，25 市町村で震
度６（強・弱），９市町で震度５（強・弱）を観測した。また，沿岸部の 15 市町全てで津波浸⽔被害を受
け，その浸⽔⾯積は東⽇本⼤震災における全浸⽔⾯積の 6 割に相当する 327km2 に達した（図 1- 3，図 1- 
4 参照）。 

国内史上最⼤の地震と津波を観測した東⽇本⼤震災の災害規模を，それ以前の⼤規模地震災害として記
憶に新しい阪神・淡路⼤震災，また，これまでの津波防災対策の基準でもあった想定宮城県沖地震と⽐較
したものを表 1- 1 に⽰す。モーメントマグニチュードを⽐較すると，東⽇本⼤震災の地震エネルギーは阪
神・淡路⼤震災の約 1,450 倍，想定宮城県沖地震の 32 倍の規模であったことが分かる（図 1- 5 参照）。 

  

※⽮印は，津波観測施設が津波により被害を受けたためデータを⼊⼿でき
ない期間があり，後続の波で更に⾼くなった可能性があることを⽰す。 

※当グラフは，気象庁が内閣府，国⼟交通省港湾局・海上保安庁・国⼟地
理院，愛知県，四⽇市港管理組合，兵庫県，宮崎県，⽇本コークス⼯業
（株）の検潮データを加えて作成したもの。 

（気象庁，災害時地震・津波速報 平成 23 （2011 ）年東北地⽅太平洋沖
地震） 
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図 1- 3 宮城県内の市町村別の震度 

（出典：東⽇本⼤震災復旧期の取組記録誌（平成 27 年 3 ⽉） 宮城県） 

 

 
図 1- 4 宮城県の津波浸⽔範囲と⼟地利⽤形態 

（出典：東⽇本⼤震災復旧期の取組記録誌（平成 27 年 3 ⽉） 宮城県） 
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第１章 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構築 

表  災害規模の⽐較 

 

 
図  地震エネルギーの⽐較 

（出典：平成 年度国⼟交通⽩書） 

 

第２項 公共⼟⽊施設の被災状況 
東⽇本⼤震災の各施設の被害額は約 9.1 兆円であり， 

そのうち公共⼟⽊・交通基盤施設・住宅関係が約 6.2 兆円（68％） 
を占めている。公共⼟⽊施設における県全体の被害額は 
約 1.1 兆円であった。 

 
 

 
 
 

想定宮城県沖地震 東日本大震災 阪神淡路大震災

地震の規模
（モーメントマグニチュード）

8.0 9.0 7.3

県北部：６強 県北部（栗原市）：７ 神戸市，淡路島の一部：７

上記周辺：６弱 東松島市，石巻市等：６強 神戸，洲本：６

津波の最高水位 10m 30m以上 －

浸水面積 43.5km2 327km2 －

住家被害　　　　　　　　　全壊 7,595棟 83,005棟 ※ 104,906棟

　　　　　　　　　　　　　　　半壊 50,896棟 155,130棟 ※ 144,274棟

死者 164人 10,568人 ※ 6,434人

行方不明者 － 1,216人 ※ 3人

※R3.4.9時点の宮城県における数値

震度

図  各施設の被害額 
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表 1- 2 東⽇本⼤震災による被害額（令和３年９⽉３０⽇現在）【単位：千円】 

 
【※出典：宮城県総務部復興・危機管理総務課 HP】  
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第１章 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構築 

図 1- 7 は，公共⼟⽊施設災害復旧事業費の推移を⽰したものである。近年の災害復旧事業費は，昭和 61
（1986）年 8 ⽉ 5 ⽇の台⾵ 10 号で約 260 億円，令和元年東⽇本台⾵で約 524 億円と多額であるが，東⽇本
⼤震災における本県の災害復旧事業費は 9,199 億円であり，甚⼤な被害を及ぼしたことが分かる。 
 

 
図  宮城県の公共⼟⽊施設災害復旧事業費の推移 
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第２節 予算と⼈員の推移 
ここでは，東⽇本⼤震災前後における⼟⽊部の予算，⼈員の推移について表す。 

 
図  現年度最終予算と明許繰越額の推移 

 
図 1- 8 に現年度最終予算と明許繰越額の推移を⽰す。震災前３ヶ年平均（平成 20（2008）年度 平成

22（2010）年度）で，現年度最終予算は約 1,100 億円，明許繰越額は約 170 億円，繰越割合は約 15％であ
ったのに対して，震災後９ヶ年平均（平成 23（2011）年度 令和元（2019）年度）では，最終予算約
2,700 億円，繰越額約 1,400 億円，繰越割合約 50％であり，震災前後を⽐較して予算額で約 2.5 倍，繰越額
で約 8 倍となっていることが分かる。 

図 1- 9 に実⾏予算と⽀出額及び繰越額の推移を⽰す。震災前３ヶ年平均（平成 20（2008）年度 平成
22（2010）年度）の実⾏予算は約 1,280 億円程度で推移しているが，震災直後の平成 23（2011）年度は
3,200 億円（約 2.5 倍），平成 28（2016）年度には 5,300 億円（約 4.1 倍）余りの予算規模となっている。⼀
⽅，⽀出額は震災前３か年平均で約 1,040 億円であったが，震災後は 1,500 億円 3,000 億円で推移してい
る。実⾏予算に占める⽀出額の割合は，震災前が約 85％であったのに対して震災後は 50％前後で推移して
いる。また，予算規模の拡⼤と⽐例して繰越額も増加しており，平成 27（2015）年度・平成 28（2016）年
度の繰越額は 2,000 億円に上っている。 
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第１章 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構築 

 
図  実⾏予算と⽀出額及び繰越額の推移 
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図  実⾏予算と職員数の推移 

 
図 1- 10 は県⼟⽊部職員数（各年度の 4/1 時点）と１⼈当たりの予算推移を⽰したものである。震災前

の職員数は 900 ⼈程度で推移していたが，震災後の平成 23（2011）年度から 1,000 ⼈規模の職員数となっ
ている。震災前（平成 22（2010）年度）と震災後のピーク（平成 27（2015）年度）を⽐較すると 245 ⼈増
（約 1.3 倍）となっている。 

また，実⾏予算を県⼟⽊部職員１⼈当たりの予算に換算すると震災前（平成 22 年度）の約 1.4 億円に対
して震災後のピーク（平成 28（2016）年度）で約 4.7 億円となっており，約 3.4 倍の事業費を抱えている
ことになった。 

プロパー職員のみでは圧倒的な⼈員不⾜であり，⾃治法派遣職員や任期付職員，再任⽤職員で補ってい
るとはいえ，膨⼤な復旧･復興事業に発注者のマンパワーが追いついていない状況が⾒て取れる。 
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第１章 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構築 

表 1- 3 は，平成 24（2014）年度から令和 2（2020）年度の本県⼟⽊部における⾃治法派遣職員の⼀覧
（各年度の 4/1 時点）である。北海道から沖縄県まで職員派遣していただいている。派遣元のどの⾃治体
も職員に余裕のないなかで，継続して職員派遣していただいていることに改めて感謝する次第である。 

 
表 1- 3 ⾃治法派遣職員⼀覧 

 

事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計
事
務

技
術

計

北海道 10 10 6 6 4 6 10 5 5 10 5 4 9 5 3 8 5 5 3 3 2277 3344 6611 北海道

秋田県 14 14 15 15 14 14 10 10 8 8 4 4 2 2 1 1 6688 6688 秋田県

山形県 7 7 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 1 1 2 1 1 22 3377 3399 山形県

茨城県 1 1 1 1 22 22 茨城県

群馬県 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1100 1100 群馬県

埼玉県 2 2 2 2 4 2 4 6 3 5 8 5 2 7 4 6 10 3 5 8 3 3 6 2 2 4 2244 3311 5555 埼玉県

千葉県 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 33 88 1111 千葉県

東京都 20 20 12 12 2 5 7 6 5 11 6 5 11 7 4 11 8 4 12 9 3 12 9 3 12 10 3 13 5577 6644 112211 東京都

神奈川県 1 1 2 2 2 3 5 2 1 3 3 1 4 2 2 4 3 9 12 3 5 8 3 5 8 2211 2266 4477 神奈川県

新潟県 1 1 1 1 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1144 1155 新潟県

富山県 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3333 3333 富山県

石川県 3 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 99 2255 3344 石川県

山梨県 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 33 77 1100 山梨県

岐阜県 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 3300 3300 岐阜県

愛知県 4 4 5 5 2 5 7 1 5 6 5 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 33 3322 3355 愛知県

三重県 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 55 88 1133 三重県

兵庫県 5 5 2 6 8 2 5 7 2 3 5 1 3 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1155 2222 3377 兵庫県

奈良県 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1155 55 2200 奈良県

鳥取県 1 1 1 1 2 3 5 2 3 5 2 3 5 1 1 77 1111 1188 鳥取県

島根県 2 2 1 1 1 1 1 1 44 11 55 島根県

広島県 1 1 11 11 広島県

山口県 1 1 2 1 1 1 1 2 4 6 2 4 6 2 4 6 1 2 3 99 1166 2255 山口県

徳島県 5 5 4 4 2 4 6 2 4 6 2 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 2211 3322 徳島県

香川県 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 33 55 88 香川県

愛媛県 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 1 44 1166 2200 愛媛県

高知県 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 5 1 3 4 33 1122 1155 高知県

福岡県 4 4 5 5 1 2 3 1 7 8 1 4 5 1 1 2 1 1 55 2233 2288 福岡県

佐賀県 4 4 1 3 4 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 66 1133 1199 佐賀県

熊本県 7 7 1 6 7 4 4 4 4 4 4 2 1 3 2 1 3 55 2277 3322 熊本県

大分県 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 44 88 1122 大分県

宮崎県 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 66 1122 1188 宮崎県

鹿児島県 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 88 99 1177 鹿児島県

沖縄県 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 77 77 沖縄県

合合計計 9988 9988 1133 9911 110044 3333 7799 111122 3377 8866 112233 3355 7777 111122 3388 6666 110044 3366 4499 8855 2288 4422 7700 2255 2222 4477 2255 1188 4433 227700 662288 889988 合合計計

H24 H25 H26 H27 H28 合計H29 H30 R1 R2H23
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第３節 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構築 

第１項 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の役割と位置づけ 

１．策定の主旨 

県⼟⽊部では，東⽇本⼤震災の⼤津波により壊滅的な被害を受けた沿岸被災市町の復旧・復興を進めてい
くために，⾼台移転，職住分離，多重防御による⼤津波対策を沿岸防災の観点から進めていく必要があり，
それと同時に，あらゆる災害に備えた社会基盤構築のために，代替機能を持つ交通ネットワークの整備，物
資・エネルギー供給拠点としての港湾機能強化にも取り組むこととした。 

また，復旧・復興事業を⼀⽇も早く進めていく上で，盛⼟材や⽣コンクリートなどの建設資材の不⾜，事
業⽤地や住宅⽤地の早期確保，受発注者双⽅のマンパワー不⾜などの数多くの課題に対して，既存制度の適
⽤拡⼤や外部委託制度の活⽤等，様々な施策を展開するとともに，どんな⼤津波に遭っても命を守っていく
ために，震災教訓と確かな防災⼒を後世に確実に伝承していくことにも注⼒している。 

東⽇本⼤震災の教訓を踏まえたこれらの取組を「災害に強いまちづくり宮城モデル」としてまとめ，県 
に震災からの復旧・復興の姿をわかりやすく⽰すことはもちろん，被災県の責務として，東⽇本⼤震災から
の復興の道筋が全国各地の防災対策へ活⽤できるように情報発信するものである。 

 

２．宮城県震災復興計画 

（1）宮城県社会資本再⽣・復興計画における「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」の位置づけ 
県は，平成 23（2011）年 10 ⽉に今後 10 年間における復興の道筋を⽰す「宮城県震災復興計画」を策定

した。復興を達成するまでの期間をおおむね 10 年間として，令和 2（2020）年度を復興の⽬標に定め，そ
の計画期間を「復旧期」，「再⽣期」，「発展期」の 3 期に区分している。特に，復旧期の段階から，再⽣期・
発展期を⾒越して復興の「種」をまき，計画の達成，すなわち「ふるさと宮城の復興」という「実」に結び
つけるものである。 

 

 
 
 
 
 

図 1- 11 宮城県震災復興計画期間 

そのためには，復旧にとどまらない抜本的な「再構築」を⾏い，先進的な地域づくりを⾏っていく必要
があるため，以下の 10 項⽬を復興の推進ポイントとし，その実現に向けて国へ提案・要望するとともに，
県 や市町村と 体となった取組を推進していくものである。 

「宮城県震災復興計画」における復興のポイントの⼀つ⽬に「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルルのの構構

築築」」が掲げられ，これは⾼台移転，職住分離，多重防御による⼤津波対策など，沿岸防災の観点から震災
教訓を活かした災害に強いまちづくりをはじめとした，上述の取組を進めていくものである。 

復復  旧旧  期期  
HH2233((22001111))    
HH2255((22001133))  

33 年年間間  

再再  ⽣⽣  期期  
HH2266((22001144))    
HH2299((22001177))  

４４年年間間  

発発  展展  期期  
HH3300((22001188))    

RR22((22002200))  
33 年年間間  

宮宮
城城
県県
のの
復復
興興  
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図  ⾼台移転・職住分離・多重防御のイメージ 

 
 
（2）宮城県社会資本再⽣・復興計画との関係 

⼟⽊部では，「宮城県震災復興計画」の部⾨別計画として，「宮城県社会資本再⽣・復興計画」を平成 23
（2011）年 10 ⽉に策定した。この計画は，未曾有の⼤震災，⼤津波の教訓を踏まえて，⼤震災からの復興
に向けた⼟⽊・建築⾏政の基本理念をはじめ，今後 10 ヶ年の主要施策や⾏動計画等を盛り込み，新しい視
点での社会資本のあり⽅を提⽰したものである。 

「宮城県社会資本再⽣・復興計画」では，基本 針として「県 の命と 活を守り，震災を乗り越え，宮
城のさらなる発展に繋げる⼟⽊・建築⾏政の推進」を掲げ，三つの基本⽬標「壊滅的な被害を回避する粘り
強い県⼟構造への転換」，「いつまでも安⼼して快適に暮らすことが出来る⽣活基盤の整備」，「かつてない賑
わいや活⼒に満ちた東北の発展と宮城の⾶躍を⽀える交流・産業基盤の整備」を基に各種施策に取り組んで
きた。 

「宮城県社会資本再⽣・復興計画」に掲げた取組が，まさに「災害に強いまちづくり宮城モデル」を構
築・推進するものである。  

学学校校病病院院

住住宅宅■■津津波波避避難難タタワワーー
ななどどのの避避難難施施設設

高高台台

沿沿岸岸部部

■高高台台移移転転
■職職住住分分離離

工工場場ななどど

防防潮潮堤堤

鉄鉄道道

防防災災緑緑地地ななどど

■■交交通通基基盤盤やや防防災災緑緑地地
にによよるる多多重重防防御御

海海

建建築築制制限限区区域域

行行政政庁庁舎舎

■復興のポイント 

 11  災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルルのの構構築築  

 2 水産県みやぎの復興 

 3 先進的な農林業の構築 

 4 ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現」 

 5 多様な魅力を持つみやぎの観光の再生 

 6 地域を包括する保健・医療・福祉の再構築 

 7 再生可能なエネルギーを活用したエコタウンの形成 

 8 災害に強い県土・国土づくりの推進 

 9 未来を担う人材の育成 

 10 復興を支える財源・制度・連携体制の構築 
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図 1- 13 宮城県社会資本再⽣・復興計画のイメージ 

（3）宮城県復興住宅計画との関係 
⼟⽊部では，「宮城県社会資本再⽣・復興計画」と併せて，住宅分野における取組⽅針をまとめ，「宮城

県復興住宅計画」を平成 23（2011）年 12 ⽉に策定した（平成 26（2014）年 10 ⽉ 7 ⽇改定）。これは，避
難所や仮設住宅での⽣活を余儀なくされている被災者の⽅々に対して，最も⾝近で重要な⽣活基盤である
住宅分野の復興ビジョンを⽰したものであり，「災害に強いまちづくり宮城モデル」における住宅部⾨の取
組の⾻格となるものである。 

1）基本理念 
「⼈命を守る」ことを最優先に，被災者の⽣活や地域を再⽣，再構築し，市町村の復興まちづくり計画

と連動し，安全性が確保され，安⼼して暮らせる環境と持続性をもった魅⼒ある住まいづくりを推進す
る。 

2）復興住宅に対する施策・取組について 
今後，整備が必要と⾒込まれる 72,000  の住宅整備を推進する。 

① 応急的な住宅への⽀援  
関係機関と連携しながら，各種助成制度の情報提供や⼊居者へのケア等の⽀援を継続的に⾏い，仮設

住宅から恒久的な住宅への移⾏を⽀援する。 
② ⾃⼒再建への⽀援  

国の取組や施策を活⽤し，個⼈の⾃⼒再建に向けて適切な⽀援を⾏う。 
③ 公的住宅の供給促進  

⾃ら住宅を確保することが困難な⽅に対して，災害公営住宅を中⼼として，良質で低廉な家賃の公的
賃貸住宅を早期に供給を図る。 

3）災害公営住宅等の整備  
① 整備期間：平成 23（2011）年度から平成 30（2018）年度までの８年間  
② 15,823  （県における建設⽀援：2,229  

基本理念
次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能な宮城の県土づくり

県民の命と生活を守り，震災を乗り越え，宮城のさらなる発展に繋げる土木・建築行政の推進

基本方針

基本目標

かつてない賑わいや活力に満ち
た東北の発展と宮城の飛躍を支
える交流・産業基盤の整備

【基本目標１】 【基本目標２】 【基本目標３】

壊滅的な被害を回避する
粘り強い県土構造への転換

いつまでも安心して快適に暮ら
すことができる生活基盤の整備

（safety） （living & environment） （industrial activity support）

地域間連携の

強化

地域の発展を支え
る核となる社会資
本整備の推進

東北の発展を支え
る基幹的社会資
本整備の加速的
推進

地域資源を活用
した社会資本整
備の推進

快適で安心して

暮らせるまちづく

りの推進

環境に優しい社

会資本整備の

推進

多様な分野との
連携による社会
資本整備の推進

快適で安心できる

住まいづくりの

推進

被災した公共土

木・建築施設の早

期復旧

耐震強化対策の

加速的推進

多重防御などに
よる総合的な防
災力の強化

被災経験を踏ま

えた防災態勢の

再構築

主要施策
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３．東⽇本⼤震災の教訓 

これまで，県では多くの災害を経験し，被災を教訓として，より安全で安 な県  活が営むことがで
きるように，防災態勢の強化，防災関連施設の技術的な指針の⾒直しとともにより⼤きな外⼒に対しても
耐えうることが可能となる社会資本の整備及び防災意識の啓発のための取組を進めてきた。 

今回の東⽇本⼤震災は，未曾有の⼤災害となり，今まで進めてきた防災対策に対して多くの課題が⽰さ
れた。復旧・復興を進めていくためには，これらを教訓として，従来とは違った新しい制度設計や思い切
った⼿法を積極的に取り⼊れて，復旧にとどまらない抜本的な「再構築」を⾏っていく必要がある。 

ここでは，「災害に強いまちづくり宮城モデル」を実践するために，東⽇本⼤震災から得られた教訓とそ
れらに対する取組⽅針について⽰す。 

 
 
 

（1）新しい津波防災の考え⽅ 

【【被被災災経経験験をを踏踏ままええたた⼤⼤津津波波対対策策のの考考ええ⽅⽅】】  
○四⽅を海に囲まれ⼈⼝や資産が沖積平野の低平地に集中している我が国は，⽇頃から⼤地震と⼤津波の

脅威にさらされている。そのため，⼤津波による浸⽔が想定される地域では，発⽣頻度や被害想定の⼤
きさに対応した防災対策を講じて，合理的な国⼟利⽤を図ることが求められる。 

 
○⽐較的発⽣頻度の⾼い津波（レベル１津波）に対しては，⽣命・財産の保護や経済活動の場を確保する

ため，⼀定程度の津波⾼を想定した海岸堤防の整備により，津波を防護しなければならない。この場合
の整備⽬的は，①⼈命を守る，②堤内の資産を守る，③安定した経済活動を確保すること等である。 

 
○第⼀線の海岸堤防を乗り越えるような⼤津波（レベル２津波）の場合には，津波が越流したとしても，

壊滅的な被害とならないよう，安全で確実に避難できる避難路や避難施設を設置することに加え，適時
適切に災害情報を提供することなどにより，命を守ることを最優先にして，危険を回避することが重要
である。そのため，防災施設の機能が容易に滅失しない粘り強い構造にすることや各種施設等に⼀層の
耐災性を具備することはもとより，⼟地利⽤計画による誘導を図るなど，様々な施策を組み合わせて，
被害を最⼩限に抑えるような総合的な⼤津波対策を講じることが必要である。この場合の整備⽬的は，
①⼈命を守る，②経済的損失を軽減する，③⼆次災害を防⽌する，④早期に復旧して経済活動が再開で
きるようにすること等であるが，第⼀義的には，⼈命を守るということである。 

 
○また，今回のような⼤規模な広域災害が発災した場合にも，社会経済活動が継続して⾏えるようにする

ためには，救援・救助や緊急物資の調達・配送などの緊急時の広域⽀援態勢を整えることに加え，⾷料
などの⽣活関連物資や産業活動を⽀える原材料・エネルギー・製品等の供給をバックアップする体制の
整備及び医療・福祉・教育等の相互補完体制の構築など，平時から社会システム全体で災害リスクを低
減する⽅策を講じることが求められる。 
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【【津津波波想想定定⾼⾼ささのの⾒⾒直直しし】】  
○沿岸部の⾄る各所で「⾼いところへ逃げれば助かる」といった⼤津波からの避難するための伝承が残さ

れていたにもかかわらず，避難が徹底されずに多くの犠牲者を出した。施設では守り切れずに甚⼤な被
害を被った今回の⼤震災では，防災対策上の想定を何処に置くべきなのか，多くの課題を提起した。 

 
○これまでの津波対策は，過去に発⽣した津波のうち，発⽣メカニズムや津波⾼など，科学的に⽴証でき
る事象を対象に，設計諸元を定め，海岸堤防などの防護施設を整備することが防災対策の主眼であった。
計画を超える⼤津波については，発⽣頻度の少ないものとして想定外として取り扱われ，防災計画上に
位置づけられることはなかった。 

 
○今回の東⽇本⼤震災は，⼀定の災害規模を想定して，その災害に対応できる防災体制を構築するという

従来の⼿法に⼀⽯を投じた。これからは，最⼤クラスの⼤地震や⼤津波など，あらゆる⼤規模災害の発
⽣の可能性をも考慮した防災態勢が必要である。このことは，国の中央防災会議の専⾨調査会において
も，今後の地震や津波の想定の考え⽅を抜本的に⾒直すこと，また，発⽣確率が低くても，歴史的に⾮
常に⼤きな被害を⽣じたと考えられる地震を今後の防災対策に活かすとの考えが⽰された。 

 
○中央防災会議の専⾨調査会の中間取りまとめを受け，これからの津波対策における想定津波⾼は，「⽐較
的頻度の⾼い津波」（数⼗年から百数⼗年に⼀度程度発⽣する津波：レベル１津波）と，「最⼤クラスの
津波」（レベル２津波）の２段階に区分して取り扱うことになった。 

 
○そのため，複数の施設を配置した多重防御により，内陸枢要部における浸⽔深の低減を図るとともに，

避難経路の確保や避難誘導対策を講じることにより，⼈命を確実に守り，資産への被害を可能な限り低
減し，早期に経済活動が再開できるようにするなど，県⼟の再構築を図ることが求められた。 

 
○また，今回の東⽇本⼤震災では，災害には上限がないことが明らかになった。⼤津波には，まず「逃げ

る」ことを原則に，可能な限りの減災が図られるよう，今回の被災を教訓に想定外の外⼒を⾒極め，様々
な対策を組み合わせた総合的な防災対策へと再構築することが重要である。 

 
 
【【想想定定浸浸⽔⽔区区域域のの周周知知とと課課題題】】  
○今回の東⽇本⼤震災では，地震発⽣直後の津波⾼さが想定の津波⾼を⼤きく上回ったこと，⼤規模な停

電により連絡通信⼿段が限定されたこと，⾃らが知りうる想定津波⾼と実際の津波⾼が⼤きくかけ離れ
避難⾏動に移れなかったことなど，様々な課題が露呈した。 

 
○発⽣頻度のまれな⼤災害では，⾃⾝の経験だけで災害時の避難⾏動を学ぶことは困難であり，過去の災

害事象など史実に拠るところが⼤きく，防災情報の周知の重要性が再認識させられた。その上で，今回
の東⽇本⼤震災では，⼤規模災害時においては，防災施設が整備されていても正常に機能しないばかり 

15− 15 −



 

 

第１章 「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構築 

 
ではなく，⼆次災害の発⽣により複合的に被災するおそれがあることなど，予め想定した災害対策だけ
では対処が困難であり，確かな危険予知⼒と柔軟で臨機応変な避難⾏動⼒が求められることが明らかに
なった。 

 
○そのため，⼀定の災害を想定した施設整備や防災対策がなされていても，さらにその上に想定外の⼤災
害があり得ることを念頭においた避難⾏動がとれるような取組の強化が求められる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 【【東東日日本本大大震震災災のの教教訓訓】】  

●比較的頻度の高い津波（レベル１津波）に対しては，沿岸防護施設で防護することが必要 

●最大クラスの津波（レベル２津波）に対しては，想定外の外力が作用しても破壊・倒壊しにくい

施設構造とし，一定の機能を保持する又は，復旧の容易性を確保することが必要 

●海岸堤防・津波浸水予測の限界を認識した上で，最大クラスの津波が発生した場合でも人命

を守ることができる避難計画の策定や施設整備が必要 

 「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルル」」構構築築にに向向けけたた取取組組方方針針  

□新しい津波防災における２つの想定津波 

・比較的頻度の高い津波（レベル１津波）と最大クラスの津波（レベル２津波） 

□レベル１津波に対しては，防潮堤で「防護」する。 

□レベル２津波に対しては，「人命を必ず守る」ために，「逃げる」ことを原則に，可能な限り「減

災」を図る。 
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（2）地域特性や被災教訓を踏まえた新しいまちづくり 

【【東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災ででみみらられれたた⼤⼤津津波波のの被被災災事事象象】】  
○仙台湾を襲った今回の⼤津波は，⾼潮や波浪を対象に計画⾼を決定した第⼀線の海岸堤防をはるかに超
えて，その勢⼒を徐々に減じながらも内陸へ深く浸⼊した。海岸線を越えて遡上した⼤津波は，地盤⾼の
低い海岸線の松林を根こそぎ倒伏させ，構造物をことごとく破壊した。 

 
○さらに，陸に上った津波は，戻り流れとなり，破壊した家屋や港湾貨物などを次々に海へ流出させ，第 1

波の越流で破壊した海岸堤防をさらに陸側から破壊し，壊滅的な被害を与えた。 
 
○河川を遡上した津波は，地震動に耐えた河⼝付近の橋梁を波圧と揚圧⼒により落橋させた。また，リアス
式海岸での⼤津波は，その勢⼒を保持したまますさまじい破壊⼒で海岸沿いに密集した家屋はもとより，
RC 構造の業務ビルを基礎杭諸共に倒壊させ，防潮堤，⽔⾨，港湾及び漁港などの沿岸部の施設を壊滅的
に破壊した。 

 
○⼤津波の発⽣に伴い，流出した燃料に起因する⽕災は，被害を拡⼤させ，避難や救助を妨げた。道路は，
がれきや⼤規模な浸⽔により通⾏が遮断され，電⼒の不通のため通信⼿段を失い，多くの避難所は，道
路が啓開されるまでの数⽇間孤⽴し，避難者の安否さえ不明であった。地域医療を担う多くの病院が被
災し，かろうじて津波を逃れて救護されたにもかかわらず，⼗分な⼿当を受けられずに落命する被災者
も⾒られた。救援物資は届かず，必要な物資が不⾜し，運搬するための⾞両や燃料すら⼿配が困難であっ
た。 

 
 
【【継継承承さされれななかかっったた宮宮城城県県独独⾃⾃のの建建築築制制限限条条例例】】  
○東⽇本⼤震災で沿岸部に甚⼤な津波被害を受けた本県には戦前，昭和三陸津波の教訓を⽣かした独⾃条
例があった。津波による浸⽔が予想される沿岸部の住宅建築を原則禁⽌するもので，「海嘯罹災地（かい
しょうりさいち）建築取締規則」（昭和 8 年県令第 33 号）が，昭和三陸津波の発⽣から約 3 ヶ⽉後の 6
⽉ 30 ⽇に公布，施⾏された。 

 
○建築基準法の制定により，地⽅公共団体が災害危険区域を指定し，建築を制限できるようになったが，

沿岸部への住宅建築を避けようという，過去の規制に基づく考えは継承されなかった。 

 
 
【【被被災災市市町町がが進進めめるる復復興興ままちちづづくくりり事事業業】】  
○復興まちづくり事業は，阪神⼤震災の規模をも⼤きく越える先例のない規模となっている。沿岸部の被

災市町においては，復興計画が策定され，⼟地区画整理事業や防災集団移転促進事業などの復興まちづ
くり事業を実施してきた。⼟地区画整理事業は県内８市３町で 34 地区，防災集団移転促進事業では７市
５町で 195 地区，津波復興拠点整備事業は５市３町で 12 地区の整備が⾏われた。 
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○これまでに，復興まちづくり事業に関する制度改正が⾏われてきており，被災市町の財政負担等の軽減

が図られてきている。事業の推進には，地域住 との合意形成や，被災市町のマンパワー不⾜や復興ま
ちづくりのノウハウ不⾜のため，時間を要しているほか，事業着⼿後も，住 意向の変化などに対応し
た柔軟な事業規模の修正が必要になる。 

 
○また，復興まちづくり事業を進めて⾏くために，県に対し，技術的サポート体制，⼈的⽀援，事業進捗に

より発⽣してくる課題に対しての⽀援などが求められる。 
 
 
 
 

  
  

 

【【東東日日本本大大震震災災のの教教訓訓】】  

●仙台湾南部海岸のような低平地では，海岸堤防に加え，道路などの嵩上げや避難計画等を組

み合わせた多重防御により，背後地で減災できるような施設配置が必要 

●三陸地域のようなリアス式海岸の地区では，多重防御が難しいため，津波来襲時にも浸水し

ない高台に居住地を設置することが必要 

●津波により浸水被害が想定される区域については，災害危険区域の指定措置が必要 

●早期の住宅再建を図るために，速やかな住民合意の形成による事業着手が必要 

●復興事業を円滑に実施し，適正な市街地形成を図るためには，事業者間の調整等が必要 

●被災市町のマンパワー不足やノウハウ不足を補うため，派遣職員等の確保や地域の実情を

踏まえた多様な発注方式など，事業執行体制の確保が必要 

 

「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルル」」構構築築にに向向けけたた取取組組方方針針  

□仙台湾沿岸のような低平地での「復興まちづくり」の考え方 

・住居エリアは津波浸水深２ｍ未満となる場所が望ましい。 

・海岸堤防に加え，嵩上げした道路や防災緑地等を組合せた「多重防御」機能を持った施設

が，レベル２津波の勢力を減勢させ，その背後に住居エリアを「内陸移転」するまちづくり。 

□三陸沿岸のリアス地形での「復興まちづくり」の考え方 

・レベル２津波の影響を避けられない海岸沿いの地域は産業エリアとして活用し，住居エリアは

レベル２津波でも浸水しない高台に配置する「職住分離」・「高台移転」のまちづくり。 

□津波シミュレーションに基づく津波浸水地域への災害危険区域の設定 

□県による沿岸被災市町への復興まちづくり計画策定支援 

□職員の増員(自治法派遣職員，任期付職員)による人的支援 

□外部委託の活用や多様な発注方式の採用による事業執行体制の確保 

□既存制度の拡充，要件緩和，新制度創設による財政支援 
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（3）住まいの早期復旧 

【【災災害害公公営営住住宅宅のの整整備備とと⾃⾃⼒⼒再再建建へへのの⽀⽀援援】】  
○地震や津波被害により，多くの住宅が流出・全半壊となったことから，絶対的な住宅不⾜の状況にあり，

被災者のニーズに対応した早期の住宅確保が求められた。 
 
○津波による甚⼤な被害が発⽣し，被災市町の⾏政機能の低下やマンパワー不⾜が深刻になったことから，
復興住宅計画の策定や公的住宅整備に向けた体制の整備が必要となった。 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
【【復復旧旧・・復復興興をを進進めめてていいくく上上ででのの課課題題】】  

●新たな住宅ローンを組んで住宅再建する場合，負担増となることから，生活再建の支援が必

要 

●災害公営住宅の早期完成のため，災害公営住宅用地の早期確保が必要 

●市町における建築技術系職員等の不足の解消が必要 

 
「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルル」」構構築築にに向向けけたた取取組組方方針針  

□外部委託の活用や多様な発注方式の採用による事業執行体制の確保  

□職員の増員(自治法派遣職員，任期付職員)による人的支援 

□既存制度の拡充，要件緩和，新制度創設による財政支援 

□二重ローン対策，生活再建支援金等の公的資金支援などによる自力再建支援 
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（4）災害に強い「道路」・「港湾」・「空港」 

【【震震災災のの社社会会的的影影響響】】  
○今回の震災では，電気・⽔道・ガス・通信などのライフラインが⼨断され，道路や港湾などの広域物流

網も⼤きな被災を受け，応急復旧が完了するまでの間は，各種の物資輸送が著しく滞った。そのため，
直接津波被害を受けなかった内陸部を含め， 料や燃料が い期間にわたって供給不 となり， 常 
活への⽀障はもとより，地域の産業経済活動の停滞をもたらした。特に，東北随⼀のエネルギーの製造・
輸送基地である仙台塩釜港（仙台港区）は，⼤津波により壊滅的な被害を受け，本県のみならず我が国
全⼟の⽣活，産業に甚⼤な打撃をもたらした。 

  
○こうした事象を踏まえると，これまで以上にエネルギー基地が集中する沿岸域では，防災機能を向上さ

せるとともに，内陸や⽇本海沿岸地域などの他のエネルギー基地との災害時の相互補完機能の充実を図
らなければならない。 

 
 
 

 
 

 

 
 
  

 
【【東東日日本本大大震震災災のの教教訓訓】】  

●命の道となる三陸縦貫自動車道をはじめとする沿岸道路ネットワークの強化や東西広域連携

軸の強化が必要 

●沿岸の半島部や離島などの，災害時における孤立集落の解消などのために災害に強い道路

の整備が必要 

 「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルル」」構構築築にに向向けけたた取取組組方方針針  

□「ラダー型防災道路ネットワーク」による代替機能，複数ルートをもつ道路網の構築 

□物流・エネルギー供給拠点としての「港湾機能強化」 

□震災後の東北全体の交流人口拡大を担う「空港・港湾の活性化」 
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（5）被災経験の伝承と防災教育 

【【教教訓訓のの伝伝承承】】  
○唐桑半島中部に位置する気仙沼市⼩鯖地区は，リアス式海岸の⼭が海に迫る狭い平地に集落が形成され

ており，明治三陸津波（1896 年）と昭和三陸津波（1933 年）で⼤きな被害を受けた。この地区では，宮
城県沖地震への備えとして，平成 21（2009 年）年 3 ⽉に，いち早く⾼地移転を含む「津波に強いまちづ
くり計画」を策定した。住居の移転は，個⼈単位では費⽤も時間も必要なため，住宅建替の時期を契機
に移転を進める⼀⽅で，独⾃の避難マップの配布及び⾃治会，消防団やその他による⾃主防災の取組な
どの命を守る取組を進めてきた。 

 
○気仙沼市⼩鯖地区では，過去の教訓から地域を挙げた避難訓練を重ね，各地区の⼗数⼈ごとの班が機能

し，トランシーバーを常備した各班の世話⼈が⾼齢者宅に声をかけながら避難誘導し，準備していた名
簿で安否確認を⾏ったとのことである。こうした経験も教訓として，⾼台移転の必要性とあわせてソフ
ト対策の重要性も伝承していかなければならない。 

 
【【防防災災教教育育のの成成果果】】  
○太平洋沿岸では，⼤津波により多くの尊い命が失われたが，その中にあって，岩⼿県釜⽯市内の 14 の⼩

中学校では，校内にいた児童⽣徒約 3 千⼈全員が無事に避難することができた。 
 
○県内各地においても，集落や地区ごとに津波伝承や教訓が残され，また，避難訓練や避難に必要となる

案内標識の設置に住 と 政が協働で取組，これに基づいた避難⾏動により，命が救われたケースも数
多くある。 

 
○津波に関して誤った認識を改め，正しい知識を⾝につけることが前提であるが，伝承や防災教育の継承

は，防潮堤などの無い，常に⾃然の脅威にさらされていた時代から，施設整備がなされた現在に⾄って
も，その必要性は全く変わらないことを今回の震災は⽰唆している。集落や⾃治会などでの備えだけで
なく，⾏政やＮＰＯ等による⽀援に加え，学校における防災教育など，様々な主体の参画・協働により，
助かる命を救う努⼒が必要である。 

 
 
 

 

 

  

 

 

 【【東東日日本本大大震震災災のの教教訓訓】】  

●防災啓発活動を通じた被災体験の確実な伝承が必要 

●次代を担う子供達への防災教育の推進が必要 

「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルル」」構構築築にに向向けけたた取取組組方方針針  

□防災啓発活動を通じた被災体験の確実な伝承 

□確かな危険予知力と柔軟で臨機応変な避難行動力の醸成 
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４．東⽇本⼤震災からの復旧・復興を進めていく上での課題 

震災からの復旧・復興を進めていく上で，従来の⼿法では様々な制約が⽣じてきた。復旧・復興事業を効
率よくかつ早期に進めていくためには，これらの制約についても対応していく必要がある。これらの実施に
あたっては，既存の制度の枠組みを越え，柔軟な制度設計・変更，財源の確保など，国や 間からの強 な
⽀援が⼤前提となる。 

ここでは，復旧・復興を進めていく上で明らかとなった課題について⽰す。 
 

（1）受注環境の改善と施⼯確保対策 

【【受受注注環環境境のの改改善善】】  
○災害復旧・復興⼯事の発注の本格化に伴い，平成 23（2011）年 9 ⽉以降，⼊札不調が顕著化しており，

平成 24（2012）年度をピークに，現在はやや収束の兆しがみられるが，依然として⾼い傾向が続いてい
る。⼊札不調の要因としては，技術者・労働者の⼈⼿不⾜，労務資材単価の⾼騰及び⼊⼿難など様々な
要因があるが，⼀つの施策だけでは解消できるものではなく，個々の⾃治体だけでは解決できないもの
もある。そのため，複合的な対応や国・県・市町村が⼀体となって課題解決に向けて引き続き取り組む
ことが必要となる。 

 

 

 

 
  

 【【復復旧旧・・復復興興をを進進めめてていいくく上上ででのの課課題題】】  

●復旧・復興事業に伴う入札不調対策として，受注環境の改善が必要 

●生コンクリート，砕石，土砂などの建設資材の安定的な供給体制の継続が必要 

 
「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルル」」構構築築にに向向けけたた取取組組方方針針  

□建設資材の安定かつ継続的な確保（仮設生コンプラント設置，広域土量調整，等） 

□予定価格の適切な算出（復興係数による間接費補正，等） 

□技術者等の安定かつ継続的な確保（復興ＪＶの創設，配置技術者・主任技術者の要件緩和，

等） 

□入札契約制度の改善（入札参加条件の拡大，再入札事務の簡素化，等） 

□事業執行体制の強化（職員増員，発注者支援制度の活用，等） 
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（2）早期の⽤地取得対策 

【⽤地取得の推進】 
○復旧・復興事業を早期に実現するためには，速やかな事業⽤地の確保が必要である。 
○復旧・復興事業における事業⽤地の確保は，必要⽤地が膨⼤であること及び財産取得には専⾨知識を要
することから，職員のみだけなく，専⾨知識を有する者への委託など外部の⼒を活⽤することが必要不
可⽋となる。 

○限られた期間内に⽤地取得を完了させるためには，⼟地収⽤制度の活⽤が必要不可⽋であり，その活⽤
には⼀定の期間を要することから，事業スケジュールを⾒据え，適期に収⽤裁決申請を⾏えるよう準備
を⾏うことが必要である。 

 
 
 

 
 

  

 【【復復旧旧・・復復興興をを進進めめてていいくく上上ででのの課課題題】】  

●復旧・復興事業を円滑に執行していくための早期の事業用地取得の推進が必要 

 「「災災害害にに強強いいままちちづづくくりり宮宮城城モモデデルル」」構構築築にに向向けけたた取取組組方方針針  

□職員の増員や用地交渉の外部委託を活用した執行体制の確保 

□土地収用制度，財産管理人制度等を活用した計画的な用地取得 
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５．「災害に強いまちづくり宮城モデル」とは 

「災害に強いまちづくり宮城モデル」とは，⾼台移転，職住分離，多重防御による⼤津波対策など，沿
岸防災の観点から震災教訓を活かした災害に強いまちづくりを進めることと併せて，その取組やプロセス
を取りまとめ，後世に伝えていくものである。  

東⽇本⼤震災の教訓と，復旧・復興を進めていく上での課題を踏まえて実践している「災害に強いまち
づくり宮城モデル」の構築に向けた取組⽅針を整理すると，下表のとおり，４つの柱と８つの取組とな
る。 

次章からは，項⽬ごとに「災害に強いまちづくり宮城モデル」の構築に向けた具体的な取組について⽰
す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  「災害に強いまちづくり宮城モデル」の取組概要 
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